
○山北町公共工事低入札価格取扱要領運用基準 

令和６年７月１１日 

告示第５９号 

（趣旨） 

第１条 この運用基準は、山北町公共工事低入札価格取扱要領の適正かつ円滑な運用を目的と

し、その必要な事項について定めるものとする。 

（入札の執行） 

第２条 町長は、調査が必要と判断したときは、入札参加者に対して「保留」と宜言し、結果

について報告する旨を告げて入札を終了する。 

（町長の判断） 

第３条 基準価格を下回る価格で入札が行われ、その価格によっては契約の内容に適合した履

行がされないおそれがあると認められるか否かは、地方自治法施行令第１６７条の１０第１

項の規定に基づき、町長の判断によるものとし、調査が必要とする入札者についても町長の

判断によるものとする。 

（調査の実施） 

第４条 町長は、基準価格を下回る入札者のうち、前条の調査が必要とする入札者に対し、次

の事項により事情聴取、関係機関への照会等の調査を行うものとする。 

（１） 低価格にできる理由、必要に応じ入札価格の内訳を徴する 

（２） 契約対象工事付近の手持工事の状況 

（３） 契約対象工事に関連する手持工事の状況 

（４） 手持資材の状況 

（５） 資材購入先及び購入先と入札者との関係 

（６） 労務者の具体的供給見通し 

（７） その他必要な事項 

２ 調査を指示された職員は、別記様式に基づき直ちに必要な調査を行い、調査の結果につい

て速やかに町長に報告するものとする。 

（調査結果の対応） 

第５条 町長は、調査の結果により落札者の決定をしたときは、遅滞なく入札者全員に対して

報告するものとする。 

附 則 

この基準は、告示の日から施行する。 
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